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証券監督管理委員会が科創板の科創属性の評価指標体系を公布

ネットワークと情報セキュリティ
全国情報セキュリティ標準化技術委員会がアプリでの個人情報収集使用に関する自己評価指南につい
て意見募集

金融と証券
国家発展改革委員会が企業債券の発行で全面的に登録制を実施

労務人事
人力資源と社会保障部：雇用者と労働者は合意の上で電子労働契約の締結が可能に



1995 年の創立以来、「誠実と信用、深慮、勤勉、進取」の企業文化の下、華誠は 250 名以上のエキスパ
ートを有し、全面的なサービスを行う法律サービス集団として発展してまいりました。華誠が常に堅持して
きたハイクオリティのサービス理念と広範囲にわたるサービスの提供により、世界的にも知名度のある多く
の企業が各種法律意見を求める際、及び知的財産権に関するサービスを求める際には、先ず華誠をお選び頂
いております。これは華誠が専門チームを構築し、クライアント様へのハイクオリティで多様なサービスの
提供を続けてきたことによるものであり、全国で最も優秀な法律事務所の 1 つとしても選ばれ、中国トップ
クラスの知的財産権サービスチームの栄誉を獲得しました。
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華誠律師事務所は 1995 年に設立され、中国において最も早
くから渉外法律サービスを提供してきた法律事務所の一つで
す。上海に本部を置き、北京、香港、ハルビン、蘭州、煙台、
広州、シカゴ、東京などの地域にて支所又は分室を設立してお
ります。

20 年にわたり、華誠は商事戦略配置、企業運営と管理、
権利商業化及び伝統的な権利行使等の業務分野での抜きん出た
業績で各業界の顧客から好評を博し、認められています。華誠
は顧客の商業利益を重視し、文化娯楽産業、贅沢品業、ハイテ
ク業、軽工業、重工業及び金融先物業の何れにおいても豊富な
経験を持ちます。最も早く ISO9001 国際品質体系標準認証を
受けた法律サービス機構として、華誠はサービスプロセスと品
質管理を始終厳しく徹底し、一流の渉外事務所の風格と水準を
守っています。

華誠は Chambers and Partners、The Legal 500 等多数
の国際的に認められた法律評価機構から「トップクラスの知的
財産法律事務所」の称号を受けています。それに、華誠は「全
国優秀律師事務所」、「中国において最も信頼できる知的財産
事務所」、「上海市渉外コンサル機構 A クラス資質」、「上
海市契約信用 A+ ランク企業」、「上海裁判所初の一級破産管
理人」等の資質と称号を獲得しました。

華誠の本部は上海に置かれ、北京及び蘭州に支社が設立さ
れております。華誠の特許代理業務は化学、生物、医薬、機械、
電子、通信、光学、物理、意匠、検索、特許有効性分析、権利
侵害分析、無効宣告請求、訴訟、特許コンサルティング等を含
み、クライアント様にサービスを提供する特許代理部を設立い
たしました。各特許代理部の代理人は豊富な代理経験を持ち、
複数の言語で直接案件を処理することができます。

また、華誠は独自に開発した業務管理システムを有し、通常
のファイル管理、時限モニター機能のほか、拒絶理由通知と回
答を分析し、統計する独特の機能を持っており、同統計データ
は代理人の業務レベルの評価と仕事改善に利用でき、かつ依頼
人に特許の分析・評価用として提供することができます。

華誠律師事務所の紹介

華誠知識産権代理有限公司の紹介
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今期の内容

法律声明
◆ 当刊行物は一般的な情況の紹介であり、特定の案件についての正式な法的意見ではないことをご了承ください。
◆ 当刊行物は国家知的産権局、商標局、著作権局及びその他の公的機構が公布する公告、新聞及びその他の公開
      文書を抜粋し、纏めたものです。
◆ 当刊行物は前記公的公告、新聞及びその他の公開文書の出所を明記しています。
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華誠の動向

華誠が IP STARS 2020 商標訴訟分野のランキングで上位獲得 

最近、有名で権威ある知的財産権メディアの Managing IP が

IP STARS 2020 年度商標業務ランキングを発表した。華誠は長

期にわたる知的財産権分野での優れた業績と良い評判により、

当該ランキングの商標訴訟分野のランキングで上位を獲得し

た。

IP STARS は世界の知的財産権法律事務所と従業者の権威あ

る専門ガイドである。Managing IP は 1994 年に第 1回法律ガイ

ドを発行し、その後 2013 年に当該ガイドを IP STARS ブランド

に再設定した。IP STARS は世界で 80を超える司法管轄区内の

多数の知的財産権業務分野をカバーしており、知的財産権の専

門家の間で評価されて認められ、総合的な法律ガイドとなった。

IP STARS リサーチチームは当該ランキングを発表する前に独自のリサーチを行い、公開情報（例えば、裁

判所や知識産権局のデータ）と既存のデータを分析するとともに、各事務所の専門度、業務件数、市場の評判、

クライアントのために勝ち取った有利な結果、及び特定分野での特別な強みなどを総合的に評価し、最終的に

各分野の順位を確定した。



第 5 ページ立法の動向

市場監督管理総局が 2020 年立法作業計画を発表

最近、国家市場監督管理総局は「2020 年立法作業計画」（以下、「計画」という）を制定して発表した。

「計画」には「市場監督管理の重点業務をしっかりと中心にして、科学的かつ合理的に立法項目を手配する」

などの 3つの内容が含まれている。そのうち、「計画」では、独占禁止法、製品品質法、商事登録条例などの

法律、行政法規の審議稿を 7部起草する予定であること、企業名登録管理実施弁法、企業公示情報抜取検査暫

定弁法、事業者結合審査暫定規定などを含む部門規章 48部を制改定する予定であること、また、特許法改正

の審議作業や、企業名登録管理規定、個人工商主体条例、医療機器監督管理条例などの制改定作業に引き続き

協力して遂行することを明確にしている。

国家市場監督管理総局　より
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知的財産権

証券監督管理委員会が科創板の科創属性
の評価指標体系を公布

中国証券監督管理委員会はこのほど、「科創属性

評価ガイド（試行）」（以下、「ガイド」という）

を発行し、公布日から施行された。

「ガイド」では、科創属性の企業の内包と外延を

明確にし、科創属性の具体的な評価指標体系を打ち

出した。

科創属性の評価指標体系には、3つの一般指標と 5

つの例外条項を含む「一般指標＋例外条項」の構造

を採用している。そのうち、3つの一般指標はそれぞ

れ「研究開発投入金額または研究開発投入が売上高

に占める比率」、「発明特許」、「売上高または売

上高の複合成長率」である。上記 3つの指標は主に

企業の研究開発への投入、成果産出と成果産出の企

業経営に対する実際の影響を重点的に反映しており、

企業の研究開発への投入、産出及び技術的スキルを

割と全面的に推し量ることができる。「ガイド」に

よると、企業が3つの一般指標を同時に満たす場合、

即ち科創属性があると見做してよい。3つの一般指標

を同時に満たしていなくても、5つの例外条項のいず

れか 1つを満す場合には、科創属性があると見做し

てよい。                                                                               
中国証券監督管理委員会　より

国家知識産権局が「地理的表示専用標識
使用管理弁法（試行）」を公布

国家知識産権局はこのほど、「地理的表示専用標

識使用管理弁法（試行）」（以下、「弁法」という）

を制定公布し、公布日から施行された。

「弁法」によると、地理的表示の専用標識の合法

的な使用者には、「公告により地理的表示製品専用

標識の使用を許可された生産者」など 4種類の主体

が含まれる。地理的表示専用標識の合法的な使用者

は信義誠実の原則を遵守し、「関連基準、管理規範

及び使用管理規則に従って地理的表示製品の生産を

手配する」などの 3つの義務を履行しなければなら

ない。また、「弁法」では、地理的表示専用標識の

合法的な使用者が相応の基準、管理規範または関連

する使用管理規則に従わずに生産を手配した場合、

または 2年以内に地理的表示保護製品に専用標識を

使用しなかった場合、知的財産権管理部門がその地

理的表示専用標識の使用資格を停止するよう要求し

ている。また、「弁法」では、関わっている元々の

地理的表示専用標識の使用移行期間を 2020 年 12 月

31 日までと規定している。2020 年 12 月 31 日までに

生産された、元の標識を使用した製品は、引き続き

市場に流通させることができる。                 
国家知識産権局　より  

国家知識産権局が「地理的表示の保護における通用名称判定指南」について意見募
集

このほど、国家知識産権局は「地理的表示の保護における通用名称判定指南（意見募集稿）」（以下、「意

見募集稿」という）を起草し、社会の各界に向けて意見を求めた。意見フィードバックの締切は 5月 9日まで

となっている。

「意見募集稿」では、保護を申請する予定の地理的表示は中国で通用名称であってはならないと規定して

いる。組み合わせた名称という形式で地理的表示を申請するとき、組み合わせた名称における単独の構成要素

が通用名称である、または変化して通用名称になる場合、当該部分は地理的表示の保護を受けない。また、「意

見募集稿」では、地理的表示に関する通用名称が成立しているかどうかを判定する際には、「名称が中国の法

律法規、国家標準または業界標準などの規範の中で、製品の特定の種類、類別として使用されている場合」な

ど 5つの要素を総合的に考慮しなければならないことを指摘している。「意見募集稿」では更に、地理的表示

保護の公告または行政裁決の結論を出す時は、「意見募集稿」第 5条の規定に従って、組み合わせた名称にお

いて保護されない部分を公示することを明確にしている。

国家知識産権局　より  
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全国情報セキュリティ標準化技術委員会がアプリでの個人情報収集使用に関する自
己評価指南について意見募集

このほど、全国情報セキュリティ標準化技術委員会秘書処は「ネットワークセキュリティ標準実践指南―モ

バイルインターネットアプリ（App）個人情報収集使用自己評価指南（意見募集稿）」（以下、「意見募集稿」

という）を発行し、社会に向けて意見を求めた。意見のフィードバックは既に締切りとなっている。

「意見募集稿」では以下の 6つの評価ポイントを規定している。一、個人情報を公開で収集・使用するか否

かの規則。二、個人情報の収集・使用目的、方式と範囲を明示するか否か。三、個人情報の収集 ·使用にユー

ザーの同意を得るか否か。四、提供するサービスに直接関係する個人情報だけを収集するという必要原則を遵

守するか否か。五、同意なしに他人に個人情報を提供するか否か。六、法律の規定に基づき、個人情報の削除

若しくは訂正機能を提供するか否か、またはクレーム、通報の方法などの情報を公開する否か。「意見募集稿」

では、以上の 6つの評価ポイントの具体的な状況をさらに明確にしており、例えば、評価ポイント 1にはプラ

イバシーポリシーなどの収集利用規則があるか否かなど 6つの状況が含まれている。

全国情報セキュリティ標準化技術委員会　より

全国情報セキュリティ標準化技術委員会がアプリの個人情報セキュリティ予防を規
範化

このほど、全国情報セキュリティ標準化技術委員会秘書処は「ネットワークセキュリティ標準実践指南―モ

バイルインターネットアプリ（App）個人情報セキュリティ予防ガイド（意見募集稿）」（以下、「意見募集稿」

という）を作成し、社会に向けて意見を求めた。意見フィードバックの締切は 4月 13日までであった。

「意見募集稿」では、範囲を超えた収集、取消不能又は不合理な取消条件の設定、強制的な紐付けによる授

権など10の問題の具体的な状況とそれらに対応する予防策を規定している。そのうち、「意見募集稿」では、

アプリが範囲を超えて個人情報を収集する問題の状況には、無関係な情報の収集、必要でない情報の強制収集、

収集頻度の不合理などが含まれるが、これらに限らないことを明確にしている。また、当該問題の予防策には、

「アプリが提供するサービスにとは関係ない個人情報を収集しない、アプリが提供するサービスとは関係ない

システムの権限を申請しない（即ち、ユーザが拒否を選択できる）」「最小権限の原則に従い、アプリの業務

機能に直接関連する個人情報タイプ／システムの権限のみを収集／申請する」など 7つの方法が含まれるが、

これらに限らない。

全国情報セキュリティ標準化技術委員会　より

ネットワークと情報セキュリティ
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金融と証券

国家発展改革委員会が企業債券の発行で
全面的に登録制を実施

国家発展改革委員会はこのほど、「企業債券の発

行における登録制の実施に関する事項についての通

知」（以下、「通知」という）を公布した。

「通知」には以下6つの部分の内容が含まれている。

一、企業債券の発行には全面的に登録制を実施する。

二、企業債券の発行条件を明確にする。三、情報開

示要求と仲介機関の責任を強化する。四、省級の発

展改革部門の監督管理の職責を着実に実施する。五、

関係部門との協調協力を強化する。六、新旧制度を

着実に繋ぐ。そのうち、「通知」では、企業債券の

発行を認可制から登録制に変更することや、国家発

展改革委員会は企業債券の法定登録機関であり、企

業債券の発行は法に基づき国家発展改革委員会を通

じて登録しなければならないことを明確にしている。

また、「通知」では、企業債券の発行者は健全かつ

運行が良好な組織機構を備えていなければならず、

直近 3年間の平均配当可能利益が企業債券の 1年間

の利息の支払いに足りることなどの条件を規定して

いる。また、「通知」では、情報開示を中心とした

登録制監督管理の理念を確立し、発行者が情報開示

の第一責任者であることを明確にするよう要求して

いる。

国家発展改革委員会　より

財政部が PPP プロジェクトの成果管理
操作ガイドを発行

最近、財政部は「政府と社会資本の連携（PPP）プ

ロジェクトの成果管理操作ガイド」（以下、「ガイド」

という）を発行した。公布日から30日後に施行される。

「ガイド」には PPP プロジェクトの成果目標と成

果指標管理、PPPプロジェクトの成果モニタリング、

PPP プロジェクトの成果評価等の 6章が含まれてお

り、政府による支払い、事業収益補助及び使用者に

よる支払いという項目を含めた全ての PPP プロジェ

クトに適用される。「ガイド」では、PPPプロジェク

トの成果目標には総体成果目標と年次成果目標が含

まれていることや、PPPプロジェクトの成果目標には

見込まれるアウトプット、期待効果及びプロジェク

ト管理等の内容を含めるべきであることを明確にし

ている。同時に「ガイド」では、プロジェクトの実

施機関は、プロジェクト契約書の約定に基づいて定

期的にPPPプロジェクトの成果モニタリングを行い、

プロジェクト会社（社会資本）は日常の成果モニタ

リングを担当することや、PPPプロジェクトの成果モ

ニタリングには通常、目標の実現度、目標の保障措置、

目標の偏差及び調整の状況などを含めるよう求めて

いる。

財政部　より

中国証券監督管理委員会が「証券先物市場監督管理措実施弁法」について意見募集

最近、中国証券監督管理委員会は「証券先物市場監督管理措置実施弁法（意見募集稿）」（以下、「意見募集稿」

という）を公布し、社会に向けて意見を募集した。意見フィードバックの締切は 4月 26日までであった。

「意見募集稿」の主な内容には下記のものが含まれている。

一、監督管理措置の種類及び設定を明確にした。

二、監督管理措置の適用範囲を明確にした。

三、監督管理措置を実施する共通の手順を明確にした。

四、各種の監督管理措置の具体的な実施手順を明確にした。

監督管理措置の決定を出す上での要求を明確にした。「意見募集稿」には一般的な監督管理措置のタイプ

が 16種類明記されており、かつ「法律、行政法規、規章に規定されているその他の監督管理措置」を包括す

るものとし、同時に証券監督管理委員会の規章以外の規範的文書には監督管理措置を設定してはならないと要

求している。また、「意見募集稿」では、監督管理措置の実施に際しては充分な証拠、根拠がなければならず、

一部の監督管理措置を行う場合には、事前告知の手順を踏むべきであると要求しており、尚且つ関係主体に通

報してもよいとしている。

中国証券監督管理委員会　より
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人力資源と社会保障部：雇用者と労働者は合意の上で電子労働契約の締結が可能に

最近、人力資源と社会保障部弁公庁は「電子労働契約の締結に関する問題についての書簡」を公布した。

当該書簡によると、北京市人力資源と社会保障局の「疫病予防コントロール期間における労働契約の管理電

子化作業の展開についての伺い書」を受け取って検討した結果、下記のように返答した。

雇用者と労働者が合意した場合、電子形式で書面の労働契約を締結することができる。

電子形式で労働契約を締結する場合は、電子署名法などの法律法規に適合した書面の形式と見なせるデータ

電文及び信頼できる電子署名を使用するものとする。

雇用者は電子労働契約書の作成、伝送、保存等において「電子署名法」などの法律法規の要求を満たすこと

を保証し、電子労働契約書の完全性と正確性を確保し、改竄されないように確実に保証しなければならない。

労働契約法の規定と上記要求に適合する電子労働契約書は、締結すれば即法的効力が生じ、雇用者と労働者

は電子労働契約書の約定に従って、各自の義務を全面的に履行するものとする。

人力資源と社会保障部　より


